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現在の日本の保育施策において保育の量的拡充が進められる中，保育の質の問題は

「質は向上させるべきもの」と自明のこととして語られている。だが，そこで表され

る「質」とは何かが十分に議論されているとは言い難い状況である。本稿では，保育

の「質」がこれまでどのようなこととして語られてきたのかを，世界的に公的サービ

スの市場化が進んだ 1990 年代の議論と，すでに保育が市場化しているアメリカでの

「質」議論を手がかりに整理し，日本の保育施策における「質」議論のあり方を検討

するための示唆を得ることを目的とした。その結果，アメリカを中心に発展した世界

的に有力な保育の「質」議論は，実証主義の科学観と資本主義の価値観にもとづいた

子ども観・保育観から生成されたものであり，多様な「質」の理解のしかたの一つで

あることが確認でき，日本の保育の「質」向上施策においては，基盤となる価値につ

いての議論が必要であることが示唆された。
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1．問題と目的

2013 年 4 月の「成長戦略スピーチ」において，安倍総理が「待機児童の早期解消に向けて，

このいわば「横浜方式」を全国に横展開していきたい」と述べ( 1 )，横浜市をモデルにした政

府の待機児童解消施策( 2 )が「待機児童解消加速化プラン」(2013 (平成 25 年)) となって発表

されたように，現在，保育の量的拡充に向けた施策が打ち出されているが，保育の「質」保障

にとってはきわめて危機的な状況であると言える。

保育の「質」の問題については，「向上させるべきもの」として，法律においても「保育の

質向上」という文言が明記されているものの，実際の施策に照らし合わせると，むしろ質の低

下が強く懸念される。「子ども・子育て支援法」(2012 (平成 24 年)) においては，政府の努力

義務として保育の量的拡充と質の保障に財源を確保することなど，保育の「質」向上に努める

ことについて明記されているが( 3 )，例えば同法における地域型保育事業の小規模保育事業 B
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型では「質の向上を目的として」C型からの移行を念頭に，保育士割合を 2分の 1とする認可

基準である。また同年施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律｣( 4 ) によって，これまで児童福祉施設最低基準で規定さ

れていた保育所の設備・運営基準が地域の条例で設定できるようになった。園庭などの面積基

準など，もともと国際的にも低い水準にある保育条件面( 5 )を維持するための基準がさらに引

き下げられることにつながっている。「待機児童解消」という名目のもと，知らず知らずのう

ちに保育の市場化への体制が整備されつつある。

保育の「質」を保障するための条件が様々な形で引き下げられ，保育の量的拡充が，規制緩

和と保育の市場化を促進することによって進められようとする中，ここでいう「質」とは何を

意味しているのだろうか。何をもって保育の「質」と言うのか，誰にとっての保育の「質」か，

という議論が十分になされず，「質」の意味を吟味しないまま，「保育の質」という言葉が自明

のものとして語られているのではないだろうか。

保育の「質」議論においては，その構成要素や，評価方法・子どもの発達への影響などの研

究がここ 20 年間で蓄積されてきた。「質」をめぐる議論はアメリカを中心とした大規模な追跡

調査によって，良質な保育は子どもの知的・情緒的・社会的発達に良い影響をもたらすことが

実証され，良質な保育への投資効果が認識されており( 6 )，現在，保育の「質」の保障は国際

的な課題であると言える( 7 )。

筆者はこれまで，第三者評価事業の評価基準によって捉えられる保育の「質」が，保育の

「質」そのものとして語られることへの疑問をきっかけに，保育実践当事者が保育の「質」を

どのように意味づけているのかを明らかにする試みを，保育者の視点を追うことによって進め

てきた。つまり，「質」に関するテクニカルな議論ではなく，「質」の定義の議論である。保育

実践には，子ども・保育者・保護者らが織り成す関係性の日々の積み重ねというプロセスがあ

り，そのプロセスは，当事者個々の文脈や，多様性，複雑さの中で築かれてゆく。また，単純

に直線的に進むものではなく，ゆらぎや迷いなどをはらみながら進んでゆくものである。その

プロセスにこそ保育の「質」があることを，保育者は見出していることが明らかになった( 8 )。

このような，日々の保育実践に即した保育の「質」は，現在の保育施策において「向上させる

べきもの」として捉えられているのだろうか。

保育の市場化の流れと，保育の「質」に関する危機的状況が加速している日本の保育の状況

を鑑み，本稿では，公的サービスにおける「質」概念に市場論理が広がった 1990 年代の議論

と，すでに保育が市場化しているアメリカでの議論に着目し，これまで保育の「質」はどのよ

うな論点において議論されてきたのかを整理することを目的とする。具体的には，まず，保育

以外の分野での「質」議論が保育での議論にどのように影響をもたらしたのかを整理する。次

に，保育の「質」研究の蓄積・質向上を目的とした評価方法の開発において最も影響を与えて

いるアメリカの研究発展の背景を整理し，支配的な保育の「質」議論がどのようなものかを確
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認する。さらに，その有力的な議論が保育にもたらす影響について検討する。

2．「質」概念の広がり

(1) 資本主義における「質」概念

｢質」に関する議論は保育の分野だけで起こっていることではない。福祉分野全般のサービ

スの「質」，医療・看護の「質」，製造業では「品質」，サービス業では「サービスの質」，大学

では「エクセレンス」という表現で，など社会の多くの分野で「質」という言葉が用いられて

いる。「質」の意味について確認すると，「質」とは，「①生れつき。天性。②内容。中味。価

値。③ (quality) 物がそれとして存在するあり方。性質。↔量。」とある( 9 )。保育の「質」に

ついては，「質」の規定要因や評価方法，子どもの発達と保育所の「質」との関係などについ

ての研究が重ねられているが，保育において「質」とは何なのか，という議論は活発ではない

ようである。それは，保育以外の他の領域においても言える。「質」は良いあるいは高ければ

人々は満足する“何か”なのだという前提のようなものがあり，そのため「質」とは何かと問

題にされることが少ないのだろうか。

大学での「エクセレンス」を問題にした Readings. B (1996) は，大学評価において消費者

主義によって説明責任を果たすことの危険性を指摘した中で，「エクセレンス」という概念に

ついて「論争の余地のない立脚点，あるいは，一般的な同意を最も得やすい修辞的な武器とし

て使われている｣(10) と述べている。Readingsの説明は「質」についての説明ともなりうるよ

うにも思われる。

｢質」概念はそもそもどのように使われ始めたのだろうか。

Dahlbergらは以下のように分析している。「産業革命後，それまでのローカルな個人の判断

は公平な画一性，『数の信奉』に取って変わられた。｣(11) 数量化は，客観性への到達の助けと

なり，それによって経済，科学だけでなく民主主義においても役割を果たすようになり，その

主導的役割はアメリカが担っていた。1960〜70 年代には公的な意思決定において数量的基準

が導入されることになった(12)。数量化技術はビジネス界と民間の製品やサービスにおいて

「質の議論」(the discourse of quality)(13)を中心に据えることになる。さらに「質の議論」は経

済と政治においても中心になっていった。

日本での工業製品の品質管理の成功が世界に知られるようになり，欧米でも品質管理が広ま

ることになった。1980 年代には TQM (Total Quality Management) が実施されるようになり，

国際市場での成功のためには「質」は重要な要素と考えられるようになったのである。TQM

などの「質」のコントロールと保証という概念は，1920 年代に Shewhart, W. によって作られ

た。その後Deming , W. E. が日本でその具体的方法を発展させた(14)，(15)。品質管理の考え方は，

工業製品についてだけでなく，サービス産業においても普及，実施されるようになっていった。
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(2) 「質」の市場モデルの公的サービスへの導入

福祉分野での「質」の管理と保証は 1970 年代にアメリカで強調されるようになり，1980 年

代アメリカからヨーロッパへと広がった(16)。この時期，福祉分野での公的サービスの民営化

や予算削減が進められており，ここに市場で発展した「質」の概念を持ち込むことはまさに時

機に適っていたといえる。

Oppen, M. は，これまで「質」への関心には政治的，組織的変化の形態に関連した 5つの特

徴の変遷があったとして整理している。①合併による現代化 (1960 年代後半〜1970 年代初)，

②専門職化による現代化 (1970 年代)，③コンピュータ化による現代化 (1980 年代)，④整

理統合による現代化 (1980 年代)，⑤経済化による現代化 (1990 年代初め〜)。この変遷を経

た公的セクターの市場化と消費者志向のサービス組織化で，現在「『質』は国の機能の市場哲

学と公的支出において，指示・管理・査定・評価のパラメータとしての，政治的・経営的に合

意した新しい生産とサービスレベルという中心的な問題となりつつある」と指摘している(17)。

Pfeffer, N. and Coote, A.は，市場から公的サービスに持ち込まれた質へのアプローチは次の

4つに分類できるとした(18)。

①The traditional approach

｢質」の良さは名声や地位の優位さを伝えることを意味している，という誰にでもわかりや

すい「質」である。福祉サービスには直接適合しないアプローチだが，間接的には，「質」と

いう言葉によって，人々に福祉サービスの最近の変化は害はなく何か良いことをしてくれるか

もしれないと納得させる働きをしている。

②The scientific approach

専門家が決めた基準によるアプローチで，20 世紀はじめに発展し，現在でも企業や公的セク

ターで支配的である。製品の製造において与えられた要求を満たすための基準を設定しその結

果が監視される。このアプローチの長所が福祉サービスにも広がり，サービス提供の不公平や

提供者の偏見を制御することに役立っている。国の基準や病院評価，監査などがこれにあたる。

③The managerial or exellence approach

アメリカで発展した，組織と経営哲学のアプローチで，市場において支配的になった。同時

に，現在の福祉改革に影響力をもつ。このアプローチでは顧客の要求を満たすために継続的努

力をすることで「質」に到達する。組織のリーダーだけでなく，製品の製造に関わるすべての

人に責任があるとする。公的セクターでも受け入れられている。TQMはここに含まれる。

④The consumerist approach

消費者に力を与えることで「質」へ到達できるとする，消費者が満足するための願いを表現

したアプローチである。消費者はアクティブな役割を与えられる。消費者運動などがこのアプ

ローチの代表的なものである。公的サービスの改革では，質を規定するものとして消費者の購

買力が位置付けられた。
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このように，「質の議論」が保育や福祉分野において中心となってきたのは，経済分野での

「質」概念の発展が大きく影響している。資本主義の価値観が世界の経済に大きな影響力・支

配力をもっており，新自由主義の登場で経済関係以外の分野にも資本主義の価値観が持ち込ま

れることになった。生産性と効率性の向上への競争に伴って，「不平等，不安定，排除，混乱，

がもたらされ，同時に連帯責任，リスクの共有，再分配の原則とともに戦後の福祉が弱体化し

た｣(19)。この価値観においては生産性と効率性の向上のためには「何が効果的なのか」(what

works?)(20)，どのようにすることが効果的なのか，が問われ，その解決策が正しく普遍的なも

のとして扱われるようになる。福祉分野でも「質」の管理とその保証のためのシステムとして

質基準の設定とそれに対する評価が行なわれることになり，TQM等の品質管理システムがモ

デルとされたのである。

3．有力な保育の「質」議論生成の背景

(1) アメリカにおける保育の「質」議論の変遷とその社会的背景

先述したように Dhalberg らによると，「質」概念の広がりはアメリカがそのけん引役と

なって世界に広がっていったとういう。これは保育の分野でも例外ではない。

アメリカでは，1960 年代の教育改革と貧困撲滅運動が保育の「質」が注目されるきっかけ

となった。知的発達が重視され「質」のよい保育との関係が研究され，カリキュラム開発とそ

の効果研究が進められた。当初は，カリキュラムの種類に注目されたが，やがてカリキュラム

の実施のしかたが効果を左右することが明らかにされた(21)，(22)。それに伴って実施の「質」つ

まり保育の過程を評価する方法が開発された。その方法とは，発達心理学の知見に基づき保育

の「質」の評価基準を定め，評価者が保育実践の観察によって達成されているかどうかを判断

するものである。代表的な評価尺度には，ECERS(23) (Early Childhood Environment Rating

Scale=｢保育環境評価尺度」) がある。ECERSの開発により，保育の「過程の質」の客観的測

定が可能となり，「質」に関する保育園間の比較や国際比較が可能になった。

保育の「質」は「条件 (structure) の質」，「プロセスの質」，「労働環境の質」という 3 つ

に分類でき，その測定と評価が比較的容易である「条件の質」と「労働環境の質」を評価の対

象としてきた(24)。ECERSはその評価が困難であるとされてきた「プロセスの質」を「客観的

に」評価するものとして開発され，保育の日々の営みが評価に反映されるよう精緻化を進めて

いるが，ECERS の登場によって「条件の質」と「プロセスの質」が子どもの発達 (結果=

outcome) を左右するという研究結果(25) が報告されるようになり，カリキュラムの実施のプ

ロセスとそのプロセスを支える条件の質が注目されるようになった。さらに全米最大の保育・

幼児教育関係者組織である NAEYC (National Association for the Early Childhood Education

(=全米乳幼児教育協会)) が保育認定システム(26)の運用を始めたことでシステムの基盤にな
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る保育実践指導書である「発達にふさわしい実践 (Developmentally Appropriate Practice，

以下 DAPとする)」が普及した(27)。

ところで，アメリカでは，すべての分野で市場と競争を奨励してきた長い伝統がある(28)。

保育は私的責任のもとに行うという価値観から連邦政府の保育への介入が差し控えられた結果，

アメリカの保育は市場化が進み供給主体は多様化し，保護者の収入によって利用できる保育の

「質」が異なることになった。アメリカでは，民間立の保育施設が 90%を占め，そのうちの半

数以上が営利企業によるものである(29)。各州独自の基準はあるものの，OECDの報告による

と，全州の 3 分の 1 は低い基準設定となっている(30)。このような背景から保育施設による質

の格差，なかでも劣悪な保育施設が問題視され，研究者が中心となって，ECERS などの

「質」を測定する手段が開発され，さらに 1985 年からは NAEYC が中心となり低質な保育

サービスの「質」引き上げのために認定システムを開始した。1990 年代後半からの研究によ

り，保育は費用対効果の高い方策であり，その利益は子どもの在学中とその将来において得ら

れる，という認識が高まった(31)。保育効果研究やリテラシー研究の蓄積が，国の経済的発展

の方策および移民人口の多さ・貧富の差の大きさという社会状況と結びつき，子どもの育ちと

保育が国の経済発展のための論理に結びついたことで，乳幼児期への投資が注目されるように

なった。2000 年代に入ると連邦政府は，スクール・レディネス，つまり小学校教育を効果的

に行なうための準備期として保育において特に読み書き能力と数学能力の基礎力を養うことに

力を注ぐようになった。2002 年からは連邦政府において「NCLB 法 (No Child Left Behind

Act)」のもと，「Good Start, Grow Smart Early Literacy Initiative」において幼児期からのリ

テラシー教育を推奨している。

(2) アメリカにおける保育の「質」議論の学問的背景と子ども観

アメリカにおいて保育の「質」研究が発達した要因には，保育が市場ベースで実施されてい

ることともに，発達心理学の影響力の大きさが考えられる。

Dahlbergらは，アメリカでは心理学を実証主義科学に近づけようとした行動主義に基づく

個体能力発達論が支配力をもち，さらにピアジェ理論の発達段階へ注目することで発達の指標

化が行なわれたと分析している。滝阪は，当時アメリカでの教育に対する社会的要求が緊急で

あったことと，行動主義指向・経験主義指向が「全体としての人間」の観点を基盤において認

識の発生と発達の姿を追究し，外的対象世界を内的に再構成するという文脈の中で自発的な活

動を重視したピアジェ理論が分断的に理解され根拠とされた，と分析している(32)。

子どもの発達は生物学的に決まった普遍的な法則に従った成熟へのはしごを登る生得的なプ

ロセスであると考えられた。その結果子どもは別々の測定可能なカテゴリー (社会的発達，知

的発達，運動発達など) に変えられ，子どもの日々の生活の複雑なプロセスとは分離され，定

められた指標に到達しているかいないか，という二分法で捉えられることになった(33)。浜田
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も同様に，従来の発達心理学は，人の能力・特性構造とその発達メカニズムにしか目を向けて

こなかった(34)ことと，その個体能力をテストによって標準的発達との比較で捉えてきたこ

と(35)について述べている。

OECDの保育白書「Starting Strong」では，現在保育カリキュラムには大きく 2つの伝統が

あり，一つはアメリカを中心とした，「学校へのレディネス (就学準備) の伝統」，もう一つは

北欧を中心とした「社会教育学 (social pedagogy) の伝統」であると分析し，前者のカリキュ

ラムの基盤となる子ども観とは，「子どもは形成されるべき幼い人，社会の未来への投資」と

されている(36)。M. Friendlyらも，アメリカにおける子ども観と保育の「質」の捉えかたを次

のように分析している。子どもは発達段階を直線的に進み，それぞれの段階は次への準備であ

り，子ども期は未熟なものだが大人になるために必要な段階である。成熟した大人に対して子

どもは不完全で発達途上であり受動的な存在である。その価値は将来，社会経済的に貢献する

可能性があるということで，保育の「質」は小学校教育への準備ができる子どもを育てられる

度合によって判断される(37)。

アメリカで発展した「客観科学としての｣(38) 発達心理学を，Dahlberg らは「modernity

project」であると言う。18世紀に成熟したModernity projectでは，人間の理性の力，客観的

実証科学，技術と産業化といった手段によって，場所・文化・歴史を超越し個人の文脈を抽象

化することを探求した(39)。そして，発達理論はそれがあたかも現実を表す真実のモデルであ

るように機能し，この「地図」を描いたり頼ったりすることで子どもが非文脈化され，子ども

とその生活が見えなくなる危険性を指摘している(40)。アメリカで発展した発達心理学の伝統

が，子ども観の構築に影響を与え，その子ども観を基盤とした保育観が形成されていった。そ

れは ECERSなどの「質」評価尺度の開発・精緻化に結びついている。

(3) アメリカの保育の「質」向上の取り組みとその背景

発達心理学における知見を基盤とした，NAEYCのプログラム標準の基盤となっている「発

達にふさわしい実践 (DAP)」が出版され(41) (1986年出版，1997年改訂)，その中での具体的

実践例 (ふさわしい/ふさわしくない) の提示は，「専門家たちが…… (中略) ……処方箋とし

て利用する」マニュアルではなく，「実践の反省・討論・議論を引き起こすため」のものであ

ることが強調されている(42)。

NAEYC の DAPと認定システムが全米において一定の信頼を得るようになり，州政府が保

育の「質」向上のツールとして利用するという動きが出てきたのと並行して，発達にふさわし

い実践を目標とした，保育の手引き書が出版されるようになった(43)。「発達にふさわしい実

践」が“やるべきこととやってはいけないこと”として分類され，それに対してのチェックリ

ストで評価を行う，という内容の詳細さ，保育者の言動を規程するといった内容から，いわば

マニュアルとも呼べるものである。保育においてマニュアルは，安全・清潔やけがの対応など
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保育のある部分においては必要なものである。だが，子どもとの関わりにまでマニュアル化が

進行することで，日々の子どもとの関わりを重ね，迷ったり悩んだりしつつも，関係性を豊か

にしてゆく過程の中から，倫理観にもとづいた的確な判断や一人ひとりの子どもに応じた関わ

り方を見出してゆくという目に見えにくい保育者の専門性が低いものに抑えられてしまう危険

性がある。それは，保育者自身が，子どもとともに生活する中で，試行錯誤しながら子どもの

姿を捉え，関係性を築き，子どもの育ちを支えてゆく，ということへの意欲や主体性を弱めて

しまうことにもつながりかねない。

そのようなリスクにもかかわらず徹底したマニュアルが必要とされている理由は，アメリカ

の保育のおかれている状況と保育者の地位の問題を考慮すると見えてくる。

先述したように，アメリカの保育は市場原理に委ねられている。企業が運営する保育園が多

く，大手のフランチャイズ保育園には全米に数百の園をかかえている大規模なものもある。公

立の保育園は主に低所得者層の子どもが利用しており，公費で運営されているが，NPO や教

会の運営する保育園と企業立の保育園は園への直接の公費補助はない (保護者へのバウチャー

制度が導入されているため)。企業立保育所は利益を上げるため人件費削減をおこなう。その

ため保育士の雇用形態は非正規職員という形態が多い。保育所はこの非正規職員の保育をマ

ニュアルによって均一化することで保育サービスの「質」を担保しようとしている。アメリカ

では保育士の地位は低く，その給料は小学校教員の約 42%で，最低賃金に近い額であること

が報告されている(44)。保育者には日本のような国家資格はなく，その養成課程も多様で (1回

の講座から 4 年制大学まで)，また養成を受けずに保育に携わる職員も多いことが報告されて

いる (特に乳児の保育において)(45)。このような状況のため離職率も高く (1 年で 30%)(46)，

徹底したマニュアルで保育の業務を規定することで誰でも同じ仕事ができるようにしなければ

ならない状態なのである。アメリカで多くの保育のマニュアル本が出版されている現実にはこ

のような背景がある。

以上のように，アメリカでは，実証主義の科学観に支えられた発達心理学と，資本主義の価

値観によって形作られた「質の議論」が保育において支配的な力をもつようになった。そこで

の子ども観とは，未熟な白紙の状態の弱い存在であり，成熟した生産性のある大人へと発達す

る学校教育の準備期である。保育はその未熟な子どもに知識を伝達する場であり，保護者の労

働力を確保するための施設である。生産性の高い大人に育てるために保育の「質」を高めるこ

とが必要であり，客観的・数量的に「質」を捉え評価することが支配的な言説となったのであ

る。この言説に基づいた保育政策や研究が進められ実践にも影響を及ぼす。質評価を質向上の

取り組みと結びつけることが可能になった一方で，市場化された保育の「質」を保障するため，

保育士の実践に対して，マニュアル化を促さざるをえない状況があり，結果的には保育者の専

門性を低める影響をもたらすこととなった。このような文脈のうえに成り立った保育の「質」

議論が，有力な議論として世界に広まっていった背景には，冒頭で述べた市場競争原理の公的
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サービスへの導入という世界的な流れがある。

(4) 有力な「質の議論」の保育への影響

ところで，前節で整理した，有力であるとされる「質の議論」は，“科学的な”発達心理学

という一つの学問分野と資本主義という一つの価値観に基づいており，それが保育にとっての

唯一の真実であるのではない。しかしながら，私たちはこれらの優勢な言説があたかも絶対的

な真実であるかのように受け止め，その言説の導く方向に疑問を持つことなく方向づけられて

しまっているようなのである。「質」という言葉が当たり前のものとして語られ，「質」を高め

るためにどのようなことをすればよいのかという議論 (定められた「質の基準」に到達してい

るかどうかを評価するということに焦点化されて進められているが)，それはこの有力な保育

の「質」議論によって導かれたものである。ここではこの有力な保育の「質」議論のもたらす

影響について Dhalbergらに依拠しながら整理しておく。

Dhalbergらのいう「Modernity project」である実証主義では，「質」は「基準の特定を通し

て確実さをもって判断できる製品の一般化可能な基準を定義すること｣(47) を最優先としてい

る。基準によって私たちは製品がその基準に達しているかどうか知ることができるので，その

ための確実さが必要になるのである。「質の議論」においては，「普遍性，安定性，普遍化，標

準化への努力が“基準”といわれるものを通して行なわれる｣(48)。その基準は社会のある特定

のグループ (多くの場合は専門家や政治的・経営的権威によって) によって作られているのだ

が，普遍的なものとして扱われる。例えば ECERSはアメリカの研究者によって保育の「質」

の評価基準が作成されているが，その基準は普遍的なものとして適用されているのである。こ

のようにある特定のグループが作った「質の基準」が普遍的真実として捉えられると質の議論

では(質を)測定する方法についての議論が優勢となる(49)。「質」が普遍的なものである立場か

らは，その測定においては世界の複雑さや日々の生活のリアリティ (実際に起こっているこ

と)，個人の思いや解釈といった「主観的な気配」(whiff of subjectivity) を排除 (非文脈化=

decontexturalisation) することが求められる(50)。

さらに，保育の「質」議論においても，市場 (消費者) モデルが影響を与えていることも

付け加えておかねばならない。経済分野で顧客満足が「質」を表すものとして注目されてきた

が，この考え方が福祉分野の市場化によって導入され，個人は「福祉消費者 (welfare

consumer)｣(51) と捉えられるようになった。市場モデルでは，個人消費者は手に入る物の中

から選択する役割を担っている。福祉分野においても選択と消費者に対する柔軟性 (個人の

ニーズに適したサービスを選択する) の提供が行なわれるようになった(52)。例えば近年の保

育改革では保護者の利便性がその焦点となり，保育の「質」評価が保護者の「選択」と結びつ

けられ，保育の市場化を促進させる手段となりかねない。また，保育の「質」の技術的側面に

注目が集まることにより，保育実践の管理・マニュアル化が進み，保育者の日々の実践過程に
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おける価値に基づいた倫理的判断が軽んじられる (つまり保育者の専門性が軽んじられる) こ

とにつながる危険性がある。基準によって普遍性や安定性，確実性を追求する非文脈的な「質

の議論」は，そこに市場モデルが加わることで一層影響力を増しているといえるだろう。しか

し，この支配的な「質の議論」に対しての疑問や批判もある。

4．有力な「質の議論」を保育に導入するということ

市場における「質」モデルを福祉分野において適用することの問題点はその導入と同時に指

摘されてきた。

P. Beresfordらは，利用者巻き込みが活発になった一方で，限られた効果や影響しか与えて

いないという問題の背景には，サービス提供者と利用者の間の権力関係，「質」についての両

者の議論の基本的な違い，両者の有する価値観の違い，があるとしている(53)。A. Eversは福

祉サービス利用者はたいてい弱く傷つきやすい人々，例えば虚弱な高齢者，子ども，周辺化・

非社会化された人々であり，これらの人々が自立や選択，消費者主導などで語られる消費者モ

デルにおいて消費者の役割を果たすには限界があることを指摘している(54)。

Mäntysaari, N. は，福祉分野で TQMを適用することで得るものはあるが，一方で，サービ

スが標準化されることの問題点として，「質」がコスト削減と同時に進められるとサービス提

供者はそれまでのコストの範囲内で努力しなければならないため仕事量が増えるという「副作

用」が表れることなどを挙げ，TQMは福祉サービスの性質に合うよう調整されなければなら

ないとしている(55)。市場から公的サービスに導入された 4 つのアプローチ (先述) を丁寧に

吟味した Pfeffer, N. らは，これらのアプローチをそのまま福祉に適用することは結局間違いで

あるとし，商業と福祉，顧客と市民の違いを説明した。そしてこれらのアプローチのよいとこ

ろを取り入れ，福祉の主な目的である公平性を認識した democratic approachを提案した(56)。

市場の「質」概念，顧客満足の概念の導入についての議論は福祉分野において進められてい

るが，先行研究では，これらの概念をそのまま福祉分野に導入することについては適切ではな

いというのが議論に共通している点である。では考慮しなければならないとされるのはどのよ

うなことなのだろうか。

C. Polittは，ビジネスアプローチ特に TQMの導入は組織内の支配的構造をなくすことや利

用者の要求を重視する点において見込みがあるとしているが，福祉サービスに適用するために

は，まず「顧客」という概念は，必要 (want) や好みだけでなく権利と責任を与える「市民」

という概念に変えられなければならないとしている(57)。M. Oppenは TQMの哲学と原理を整

理し，事例検討を通じて，TQMが利用者を重視した福祉サービスの継続的で包括的な改善に

貢献できる可能性があることを指摘したが，市場では見られない福祉サービスの特徴 (政治の

場は経営とは異なり組織のトップが交代しやすい，政治家は選挙期間までに短期間での結果を
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求める) と，量と質のジレンマ (政治的に法律や規則として決められた質の基準は社会状況に

よって低く抑えられていることがある，質の定義はコストによって強いられる) を解決するため

に政治家，運営者，職員，顧客と市民のグループは議論をすることは避けられないとしている(58)。

Eversは，以下の 3点を指摘している(59)。①福祉分野独特の，人の相互作用や地域に関係

したサービスの特徴は，生産者と消費者というビジネスモデルとは異なっている。この特徴を

保護しよいものにするために，サービスの相互関係において強くはっきりした価値とコミット

メントの共有がどの程度表れているかが重要なポイントで，すべての関係者においてその共有

があるならば TQMなどのビジネスアプローチも役立つかもしれない。②公的要素と市場要

素の混合のバランスがとれているローカルでモラルのある経済では，ビジネスと権威の論理を

超えて多様性を促進するような質の定義と保障が必要とされる。③福祉サービスは伝統的に

“公共の利益”(public goods) として形作られてきており，社会正義，社会の権利 (公平性，

正義，市民の関心と権利，平等性，消費者であり利用者であることなどがキーワード)，それ

らに関する専門職の気風の影響があることである。これはビジネスアプローチの個人嗜好や顧

客満足と釣り合いをとるものである。

このように，支配的な「質の議論」に組み込まれた顧客満足の考え方や品質管理の発想を福

祉サービスにそのまま取り入れることは適切ではなく，福祉サービスの特徴を考慮することが

求められている。さらに，保育の場合は，子どもの育ちや教育という点も考慮しなければなら

ない。ところが現実にはこれらの論点が十分に反映されていない。

保育における支配的な「質の議論」の産物ともいえる ECERSと DAPだが，その影響力は

大きく，アメリカだけでなく世界にも影響を与えることとなっており，ここに私たちが組み込

まれているといえる。だが，ECERSと，NAEYC による評価基準とその基盤である DAPも，

その出版と同時に批判を受けてきた。例えば ECERSは作成者である研究者たちによってどの

ような価値に基づいているのかが明記されていないこと(60)，アメリカの研究者グループに

よって妥当性が担保されただけであって保育に関係する様々な関係者の見方は考慮されていな

いこと(61) などが指摘されている。また，ECERSでは「プロセスの質」を測定でき，これまで

の条件の「質」の測定と合わせて保育の営みを包括的に捉えることができるとされているが，

そこでは保育者や子どもの「主観」や「質」の評価基準項目 (「質」の構成要素) が関連し

あって生じる複雑さは反映されることがなく捉えられていない。

DAPは，発達心理学の知見に基づいた子どもの発達を普遍的なものとし，保育実践ガイド

ラインが作成され，それにふさわしい保育実践とふさわしくない実践を示すということ，その

実践の評価のしかた，これらが，文脈を考慮しないアプローチであると批判されている。例え

ば，「(子どもの生活における様々な関係性を無視した) 自立した個人になることを目標とした

個体発達(62)」(括弧内筆者注) という発達観やふさわしい/ふさわしくない実践という二分法，

アメリカにおける文化的多様性を考慮していないこと(63)，(64) などである。これらの批判を受
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け，DAPでは文化的多様性や障害を持つ子どもについて改訂版で触れられるようになった。

日本の現在の保育施策においては先述したように保護者が消費者 (サービス購入者) として

捉えられ，サービス利用者としての保護者の観点からの保育の「質」を施策に反映しようとし

ているように思われる。だが，そうであるならば，子どもにとっての保育の「質」とはいった

い何なのか，という問いが生まれる。実際，保育が市場化しているアメリカでは，保護者の収

入によって選択できる保育サービスの「質」もおのずと決まっおり，不平等で不安定な資本主

義市場の中に子どもは立たされている。保育の営みには，他の福祉分野と同様，市場における

消費者モデルとは異なる複雑な特徴があり，単純に市場モデルを適用することもまた，文脈を

無視した「質の議論」に組み込まれることになる。

｢質」の概念はこれまで自明のこととしてその意味が十分に吟味されることなく「質」の定

義や測定などテクニカルな問題が議論されてきたが，「質」議論の歴史をたどることによって，

これまで語られてきた保育の「質」は実証主義の科学観と資本主義の価値観に組み込まれた概

念であることを確認した。保育だけでない多くの領域において「質」概念が支配的なものとな

り，現在も大きな影響力を有している。だが，これまで見てきたような，今当たり前のように

語られている有力な保育の「質」についての理解は多様な説明の可能性の一つにすぎないとい

うことをまず理解したい。アメリカにおいて発達した保育の「質」議論を「すでにそこにある

もの」あるいは「優れているもの」であると理解する必要はないのである。国の将来的な生産

性向上にとって，保育への公的投資は効果的である，ということが語られているが，経済原理

に結び付けられた子どもの育ちと育ちを支える保育への注目もまた，多様な理解の一つである

ことを認識しておきたい。

5．結 語

以上，本稿では，保育の「質」がどのようなことして議論されてきたのかをたどるなかで，

有力な「質」の議論とその議論が保育実践にもたらしている影響について，その発祥ともいえ

るアメリカでの議論とその背景を整理した。さらに有力な「質」議論が保育に持ち込まれた背

景についても整理し，この有力な議論は，多様な保育の「質」議論可能性の中の 1つであるこ

とを確認した。しかしながら，現在，日本の保育施策は保育が市場化されているアメリカの状

況により一層近づこうとしているように思われる。日本の保育に市場競争の原理を持ち込むこ

とによって起こり得ることは，すでにアメリカで起こっている。

ただし，アメリカでは，社会的な価値観の背景から保育が市場化され，学問的蓄積に支えら

れ，保育の「質」議論が進められたのであって，この 2つが結びついて，アメリカの文脈に応

じた子ども観・保育観に基づいた「質」向上の取り組みが進められてきた。では，これまで維

持されてきた公的保育制度を崩壊させつつある日本の保育施策における，施策の背景となる子
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ども観・保育観とはどのようなものだろか，価値についての議論・子どもの権利に立った保育

の「質」議論はなされているのだろうか？この議論のないまま，消費者としての保護者のサー

ビス利用に主眼をおいた論理が保育施策の中心となっているのではないだろうか。Mossは，

価値についての議論において，次のような問いが必要だと言う(65)。

｢私たちの子どもについてのイメージはどのようなものか」

｢私たちは子どものために何を求めるのか」

｢社会の中で子ども・子ども期の場所とは何か」

｢保育の目的・役割についてのイメージはどのようなものか」

｢国，子どもの家族，それぞれの責任は何か」

これらは，国として子どもの将来はどうあるべきか，子どもをどのように育てるのかについ

てのビジョンを示すものだと言えるだろう。これらの問いの答えを明示することが，国の保育

についての首尾一貫した政策，システムを作るために必要である。

Mossは次のように続けている(66)。

｢この問いがないということは，その社会は間違いなく，共有・維持されるビジョンがない

ために，方向性・目的・概念という重要な問題を特定することができず，政治活動がけいれん

してばらばらになっている公的なネグレクトの時代である。」

子どもの保育に参加する権利は，国が公的に責任を持って保障し，すべての子どもが等しく

保育に参加することを可能にする必要がある。さらに，子どもたちが日々経験する保育の過程

(プロセス) が，子ども・保護者・保育者の関係性の中で新たな意味を織り成してゆくものと

なるような環境・条件を整備してゆくことが必要である。今あらためて保育の「質」の意味を

丁寧に，実践に即して，明らかにし，政策に反映させてゆくことが求められている。日本の保

育の「質」保障のあり方を考えるための次の課題として，今回整理した有力な「質」議論がど

のように乗り越えられ，保育の「質」の新たな理解とその実践が進められているのかについて

の国際的動向を検討していきたい。
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